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税 務 

1.消費課税     

 平成27年12月24日、平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。前号では法人課税の改

正内容について掲載いたしましたが、今回は消費課税と個人所得課税の主な改正内容についてご

紹介いたします。 

（1）消費税軽減税率制度の導入   

(2)外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充   

【小売段階の支援】 

複数税率対応レジの導入等支援 

【流通段階の支援】 

受発注システムの改修等支援 

対象者：複数税率に対応して区分経理等を行う 

必要がある小売事業者等（複数税率対応レジ 

を持たない者に限られる） 

対象者：軽減税率制度の導入に伴い電子的に 

受発注を行うシステムの改修等を行う必要が 

ある小売事業者，卸売事業者等 

補助率：原則2/3（3万円未満のレジは3/4） 補助率：2/3 

補助上限：1台当たり20万円 

（商品マスターの設定が必要な場合は40万円） 

補助上限：1,000万円（小売事業者） 

         150万円（卸売事業者等） 

【適用時期】平成29年4月の消費税率10％引き上げ時 

 自動車取得税を廃止(平成29年3月31日)するとともに、自動車税、軽自動車税において、燃費性

能に応じて支払う新税を導入する予定です。 

 免税販売の対象となる一般物品の購入下限額1日1店舗当たり「10,000円超」から「5,000円以

上」に引下げとなりました。 

（３）車体課税の見直し     

 導入時期 平成29年4月1日 

軽減税率 8％（国税6.24％，地方税1.76％） 

対象品目 
・酒類，外食を除く飲食料品（※1） 

・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞（※2） 等 

区分経理 
・平成33年4月1日からインボイス方式を導入。 

 それまでの間は簡素な経理方式 

（※1）飲食料品とは「食品表示法に規定する食品（酒税法に規定する酒類は除く）であって、食品衛生法上の 

     飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食の提供を行う事業者が、一定の飲食設備のある場所等において 

     行う食事を除く」と定義。 

（※2）定期購読契約が締結された新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会 

     的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限定。 

◆軽減税率対策予算としてレジ更新、改修等に充てる補助金として、政府は996億円の補助金を 

  今年度予備費から出すことを決定 

【適用時期】平成28年5月1日以後 

＊申請時期等の具体的な内容は検討中  

 政府は「社会保障と税の一体改革」を実現するため、消費税率10％への引上げを平成29年4月

に実施する予定です。これにより、社会保障を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、財政健

全化を進めて市場や国際社会からの国の信任を確保します。また、消費税率引き上げに伴う低所

得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入することを決めました。 



2016年 2月20日発行 第231号 月刊グローバル 

3 

税 務 

監査部：蓑口 知明   

2.個人所得課税 

（1）空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除導入  

（4）スイッチＯＴＣ医薬品の購入費用に係る控除    

【適用時期】平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間 

 以上の通り、前号より2回にわたり改正内容についてご紹介させていただきました。 

その他の改正項目、詳細につきましては、下記アドレスのホームページで参照が可能です。 

（2）三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の導入  

1.ローン控除の特例（5年間）  

税額控除額=ローンの年末残高×控除割合 

 区 分 ローン残高限度額（※） 控除年数 控除割合 

イ ロ以外 1,000万円 
1～5年 

1％ 

ロ 三世代同居改修工事 250万円 2％ 

（※）イ＋ロの合計でローン残高の1,000万円を限度 

2.税額控除の特例（その年のみ）  

税額控除額=標準的な費用相当額（250万円限度）×10％ 
○標準的な費用相当額=部位ごとの標準的な費用×改修箇所数等 

 ※その年分の所得金額3,000万円超は対象外 

【適用時期】平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間（1、2の特例は選択適用） 

①昭和56年5月31日以前に建築された家屋（マンション等の区分所有建築物を除く）であること 

②相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと 

③譲渡をした家屋・土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと 

④相続時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること 

⑤平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡であること 

⑥譲渡価格が1億円を超えないこと   

◆空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例（創設） 

要 件 

【自由民主党 税制改正大綱】 https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html 

おわりに 

 検診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチＯＴＣ医薬品（薬局・ドラッグストアで販売

されている医薬品）の購入費用（年間12,000円を超える部分の金額）について所得控除制度を

導入。ただし、上限88,000円。（医療費控除との選択適用） 

（3）個人寄附に係る寄附金税制の見直し  【適用時期】平成28年分以後の所得税について  

①国立大学法人等の行う学生の就学支援事業の為の個人寄附について税額控除制度を導入。  

②公益法人等について、個人寄附に係る税額控除の対象となる為に必要な寄附者数の要件を 

 事業規模に応じて緩和。  

 若年層・低所得層の生活基盤を確保する観点から、所得の拡大につながる各般の政策を推進す

るとともに、税制、社会保障制度、労働政策等の面で総合的な取り組みを進める必要がありま

す。その一環として、個人所得課税について、税収中立の考え方の下、各種控除や税率構造の総

合的・一体的な見直しを検討します  
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労 務 

労務部：横浜 昭浩  

１．懲戒の種類例  

 就業規則の中で、懲戒の項目を設けている企業は多くあり、懲戒の種類についても様々です。

懲戒の中には、労働基準法でルールが定められているものがあり、今月はその中から「減給の制

裁」について見ていきます。  

はじめに  

２．減給の制裁とは  

 減給は、服務規律違反などに対する制裁として、労働者が本来受けるべき賃金から一定額を差

し引くことをいいます。  

おわりに  

 減給の制裁は、実際に行おうと思っても本号で確認の通り、１回の事案で平均賃金の１日分の

半額を超えてはならないとされていますので、減給額が低いと感じる方も多くいます。そのた

め、出勤停止や降格など、より賃金に影響する処分を検討される場合もありますが、これらは減

給よりも重い処分とされていますので、慎重に検討することが必要です。   

①遅刻、早退の時間に対する賃金控除額を超える減給を行う場合 

②降給が従前の職務に従事させたまま、賃金額のみを減ずる趣旨である場合 

「１．戒告」「２．減給」「３．出勤停止」「４．降格」「５．諭旨解雇」「６．懲戒解雇」 

 企業によって懲戒の種類は様々ですが、次のものが例として挙げられます。  

（※）企業によって定められるため、就業規則を確認しても定めていない懲戒の種類がある場合もございます。  

3．減給の制裁に関する制限  

減給の制裁に該当する例  

減給の制裁に該当しない例  

①遅刻、無断欠勤による時間あるいは欠勤日数に応じた賃金控除を行った場合 

②降格し職務変更に伴い賃金が下がる場合 

③懲戒の処分として出勤停止の制裁を受け、出勤停止期間中の賃金を受けられない場合 

 （出勤停止およびその期間中の賃金を支払わない定めが就業規則にある場合） 

4．その他 

◆減給の制裁における平均賃金の起算日は、減給の制裁の意思表示が到達した日をもって行うことになります。 

◆賞与からの減給の制裁については、賞与も賃金であり、法第９１条の減給の制裁に該当するため、賞与に 

 おける減給の制裁についても１回の事案については平均賃金の１日分の半額を超え、また、総額については、 

 一賃金支払期における賞与額の１０分の１を超えてはならないとされています。  

 減給を行う場合の額が多額であると労働者の生活を脅かす恐れがあるため、労働基準法第91条

において減給の制裁に関する制限が設けられています。  

ʡ╜ ᴆ˫ʯᴳӍ ˯⌠˛˪ ׳˲ ̖₮̅̏ὃḃ˯ˎˈ˪ʯˡ˲ ˳ʯ 

    ɧǈỘ˲ ː ἁ ˲ǈ ᵻ˲כ ̖ ˌ˪˳ˮ̍ˮˈ 

    ɨ ːΪ ˯ˎ˕̏ ˲ǈǇכ˲ǈ̖ ˌ˪˳ˮ̍ˮˈ= 

１回の事案に対して減給の総額が平均賃金の１日分の半額以内でなければならず、２個の懲戒に該当する行為が 

あれば、２個の行為についてそれぞれ平均賃金の１日分の半額ずつ減給することは差し支えありません。  

①  

②  当該賃金支払期に対し、現実に支払われる賃金の総額をいい、総額が欠勤等により少額となったときは、 

その少額となった賃金総額を基礎として１０分の１を計算することになります。  
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 今回は、Global平成28年1月号に引き続き社会福祉法改正案における主な改正点のうち、「事

業運営の透明性の確保について」（厚労省資料）より、公表資料等についてご説明致します。  

公益・社会福祉法人 

公益・社会福祉法人部：清水 幹夫    

おわりに 

 社会福祉法改正に係る準備については、今後巡回監査や研修会等でご支援していきます。個別

の研修会等についてご要望がありましたら監査担当者までお気軽にお問い合わせください。  

 すでに既存のホームページを活用し、決算書等の公表をしている法人についても、今後は法人

内部で備え置き・閲覧用の資料が増えますので注意が必要になります。  

ɞ Ы Ѐ ϥ ẓ˲ ˲ Ѹ˯˨ˈ˪ɟ   

◆社会福祉法人の高い公益性に照らし、公益財団法人以上の運営の透明性を確保することとし、 

 以下の事項を法令明記。 

（１）定款、事業計画書、役員報酬基準を新たに閲覧対象とすること 

（２）閲覧請求者を利害関係人から国民一般にすること 

（３）定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準を公表すること  

◆既に通知により公表を義務付けている現況報告書について、役員区分ごとの報酬総額を追加 

 した上で、閲覧・公表対象とすることを法令上明記。  

◆国民が情報入手しやすいホームページを活用して公表。  

≪社会福祉法人≫ ≪現 行≫ ≪改正案≫ 

 
備え置き

閲 覧 
公 表 

備え置き

閲 覧 
公 表 

事業報告書 ○ － ○ － 

財産目録 ○ － ○ － 

貸借対照表 ○ 
○ 

（通 知） 
○ ○ 

収支計算書（事業活動計算書・

資金収支計算書） 
○ 

○ 

（通 知） 
○ ○ 

監事の意見を記載した書類 ○ － ○ － 

現況報告書（役員名簿、補助

金、社会貢献に係る支出、役

員親族等との取引状況含む。） 

－ 
○ 

（通 知） 
○ ○ 

役員区分ごとの報酬総額 － － 
○ 

（※） 

○ 

（※） 

定款 － － ○ ○ 

役員報酬基準 － － ○ ○ 

事業計画書 － － ○ － 

（通 知）平成28年4月1日施行予定 

（※）現況報告書に記載 

≪公益財団法人との比較≫ 

備え置き

閲 覧 
公 表 

○ － 

○ － 

○ ○ 

○ ○ 

○ － 

○ － 

○ － 

○ － 

○ ○ 

○ － 
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１．合併の種類  

 前号より引き続き、Ｍ＆Ａの手法について概

略をご説明します。12月号で概略を説明しまし

た「買収」「合併」「分割」のうち、本号で

は、「合併」についてお話しします。  

事業承継 

 合併とは、２つ以上の会社が契約によって１

つの会社に統合されることを指します。合併に

は、新設合併と吸収合併の二つの方法がありま

す。  

合 併 新 設 合 併  

吸 収 合 併  

2．新設合併  
 新設合併とは、当事者となる会社が全て解散

して一つの新たな会社を設立し、解散した会社

の資産、負債、従業員、契約などを引き継ぐ方

法です。  

＜A社＞ 
 

＜C社＞新会社 

＜B社＞ 

3．吸収合併  
 「対等合併」とは実務的には合併比率が

「１：１」のことをいい、吸収合併を例にとれ

ば、「Ｂ社の株主に消滅してしまうＢ社株式一

株につきＡ社株式一株を代わりに割り当てる」

ということをいいます。しかし、会社規模から

みてどう見ても対等ではないのでは？という疑

問をもったことがあるのではないでしょうか。 

 実際、会社が発行しているニュースリリース

（企業情報）をみると「対等な精神で合併しま

す」と記載されており、合併比率が必ずしも対

等になっているとは限りません。解散する会社

のイメージダウンや従業員のモチベーションが

低下するのを防ぐためと言われています。   

 吸収合併とは、当事者となる会社の一社が存

続する会社（Ａ社）となり、他の会社（Ｂ社）

は解散して、解散した会社の財産及び権利義務

の一切を引き継ぐ方法です。  

4．各方法の比較  

6．対等合併？   

 次号では、会社分割についてご紹介いたしま

す。 

＜A社＞ ＜B社＞ 

 

＜A社（旧B社）＞ 

 経営リスク 事務処理量 

新設合併 大 多 

吸収合併 小 少 

5．合併のメリット、デメリット  

 経営リスク（新設会社に許認可が承認されると

は限らず、取り直しとなった場合の空白期間がで

きてしまうなど）や事務処理量の観点から、日本

における合併の方法としては吸収合併が多く行

われています。 

◆合併のメリット 

◆合併のデメリット 

合併は解散会社の財産、権利義務を全て承継 

するため、最も安定的な方法といえます。 

上記の通り、権利、義務を全て承継するため簿外

債務や訴訟リスクといった予期しない消滅会社

のリスクも丸がかえしてしまうこともあります。 

※事業譲渡（グローバル2月号） 

前回紹介しました買収のうち事業譲渡の場合、 

継承する資産、負債を選択し、労働契約等の契約も 

新たに個々に締結し直すこととなるため、合併の 

際の消滅会社のリスクを切り離すことができます。 
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（1）生命保険～対象となる支払調書   

マイナンバー取得方法   

リスクマネジメント 

1．マイナンバー制度の「よくある質問（ＦＡＱ）」 

2．保険会社の業務における対応方針  

株式会社 パワーコンサル：伊藤 克人 

①マイナンバー取得については、保険会社より 

 直接お客様へ個人番号取得の為「個人番号 

 申告書」を郵送し保険会社へ返送する方法。 

②保険会社・代理店では取り扱わず、外部の専門 

 業者へ委託する方法。  

３．保険会社における対象となる支払調書  

①一時金として受け取った死亡保険金や解約返

戻金などが「100万円」を超える場合で、所得税

の課税対象となる支払が行われた場合。 

（2）損害保険～対象となる支払調書    

ɨʹᾶ ˬ ᶳᶲЀːḇΪЀ ˲ὃḃʺ=== 

年間の年金支払額が20万円を超えるとき。  

ɧ Ѹ ͺ Ӈ№Ѹ ˮ˭˲ 

 ͺ ͺᾩᴵ ʰ== 

財形保険の各種返戻金（非課税・源泉分離課税の

対象となる契約を除く）返戻金合計額が「100万

円」を超える契約が該当。  

ɩ ᵀ Ѹ ƿ №ͺ ϳѸ ǀ= 

人身傷害保険金・搭乗者傷害特約金・自損事故傷

害特約金。 

ɪ Ѹ ƿ №Ѹ ǀ= 

傷害保険、既払保険金を含め支払合計金額が

「100万円」を超えるケースが該当。  

ɫǋǇǈǢƿ А ᶳ ǀ= 

老齢給付一時金・年金・併給・死亡一時金・個人型

脱退一時金。  

③「契約者と年金受取人が同一人物の場合」  

②受け取った死亡保険金や満期保険金などが

「100万円」を超える場合で、相続税や贈与税の

課税対象となる支払が行われた場合。 

･･･平成25年以降のすべてのお支払。  

 「契約者と年金受取人が別人の場合」 

･･･年間の年金支払額が20万円を超えるとき。 

おわりに 

 2016年1月からマイナンバー制度がスタート

しました。従前より、保険会社は、法令に基づ

き、税務署への支払調書の提出が義務付けられ

ていますが、平成28年1月からのマイナンバー

制度の導入に伴い、支払調書にはマイナンバー

の記載が必要となりましたので、マイナンバー

の取り扱いについてご説明します。 

 原則、お客様のマイナンバーが記載された書

類を、代理店および保険会社営業社員が提供を

受けることはありませんので、注意が必要で

す。保険会社により多少取り扱いが異なるケー

スがありますのでマイナンバーを提示する場合

は、保険会社へ直接確認して頂くことをおすす

めします。 

Ǩ1 ˮˠѸ Ы ˯͙̟ͮ͋ͅͻ̖ ˌˮ  ̍

   ˬˈ˕ˮˈǖ  

Ǩ2 ̖ ᵃ ˯  ˳˲̏˝ו

   ˭̗ˮˬˑǖ= 

ǘ1 マイナンバーは社会保障や税、災害対策に関す

る行政手続きで使用するものですが、保険会社が保険

金等の支払に際し、税務署へ支払調書を提出しており、

その支払調書がマイナンバー記載を義務付けられた帳

票のため、お客さまのマイナンバー取得が必要になり

ます。 

ǘ2 代表的な支払調書の提出対象となる異動は以

下のとおりです。 

【契約サービス部で取扱うもの】 

【保険金部で取扱うもの】 

・解約、減額に伴う解約返戻金支払時 

・払済保険変更に伴う返戻金支払時 

・満期保険金・年金支払時 

・死亡保険金等の支払（給付金を除く） 

※死亡給付金は死亡保険金と同様に扱います。 

Ǩ3 ͙̟ͮ͋ͅͻ̖ џ˛ˮˈˬʯѸ  

   ˲ ̖ᶳ˕̏˗ˬ˳˫ˑˮˈ˲ǖ= 

ǘ3 保険金等の支払を手続後に外部委託業者がマイ

ナンバーの提供を求めるため、マイナンバーの取得有

無そのものが保険金等の支払いに直接影響を及ぼす

ことはありません。 
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【さくらマネジメントグループ】 

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

有 限 会 社  札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

清 平 秀 幸 公 認 会 計 士 事 務 所 

一 般 社 団 法 人  道 央 相 続 支 援 セ ン タ ー  

（編集発行） 

さくらマネジメントグループ 

税理士法人さくら総合会計 広報委員会 

〒060-0054 北海道札幌市中央区南4条東4丁目2番地1   さくら総合会計ビル 

〔TEL〕011-271-1417 〔FAX〕011-221-5948 〔URL〕http://www.dao.or.jp 
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ʡ︢ Ѹ⁸ ƿ ỳ ː ˛˪ˈ̏ ǀ  

ʡ̴̟̟ͮ͗ ƿǜǬ ỡ˫ ˙̐˪ˈ̏ ǀ= 

 相手方が発行した請求書等の証拠書類の保存が消費税の仕入税額控除の要件とされている   

が、請求書等に適用税率、税額を記載することは義務付けられていない。  

 課税事業者に適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類（これをインボイ

スといいます）の発行と副本の保存を義務付け、発行されたインボイスに記載された税額のみが

仕入税額控除の対象となる制度。  

ʤ Ᵽ ʣ  

╛̝  ᵀ˗ 
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Sales Invoice 174 

A FULL TAX INVOICE 

 TRADE LTD 
From:Any Street,Any Town 

Sale: Time of supply 16/01/2012    Date of:19/01/2012  

To:N.Obody,222 The High Street 

    London NET4 4PT 

VAT Reg.   987 6543  21 

     

     

Quantity Description and Price Net of VAT VAT Rate Net VAT 

   6       Radios,SW15@ 25.20     151.20     

   4      Record Players@ 23.6      94.40     

   6        Lamps,T77@ 15.50       93.00       20    67.72 

338.60 

Total (Net)               338.60       Total VAT   67.72  

VAL           67.72  

TOTAL         406.32 

 ˗  ֵ

 

͔  ֯

     

      ҵ  

  

 

ҵ̂  

消費税のインボイス方式について  

 平成28年度税制改正大綱によると平成33年4月1日から「インボイス方式」を導入するととも

に「課税事業者の登録番号」の制度についても創設するとあります。 

 しかし、「インボイス方式」の導入後一定期間は、免税事業者からの仕入についても一定割合

については税額控除を認めるとの記載もあるため、今後ＥＵ諸国で起きている問題について日本

の実情に合わせてどう対処していき、どのような制度になるのか注目していきたいところです。  

免税事業者はインボイスを発行できず、市場から排除される懸念が生じる。 

（仕入側は免税事業者から仕入れた商品については税額控除ができない。） 

≪ メリット ≫  不正が起こりにくく税の取りこぼしを防ぐことができる。  

≪デメリット≫  


